
お
知
ら
せ

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
を
一
時
停
止
し
ま
す

コ
ン
ビ
ニ
交
付
に
よ
り
取
得
で
き
る
資
産
証
明
書

を
新
し
い
年
度
の
も
の
へ
と
切
り
替
え
る
作
業
を

行
う
た
め
、
サ
ー
ビ
ス
を
終
日
停
止
し
ま
す
。
ご

理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

︻
停
止
日
時
︼
３
月
28
日（
木
）６
時
30
分
～
23
時

︻
対
象
の
証
明
書
︼

住
民
票
の
写
し
、
戸
籍
の
附
票
の
写
し
、
印
鑑
登

録
証
、
戸
籍
謄
抄
本
、
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
、

所
得
・
課
税
証
明
書
、
資
産
証
明
書

問 

市
民
税
課（
所
得
・
課
税
・
資
産
証
明
書
）

☎
８
６
２・９
９
０
３

ハ
イ
サ
イ
市
民
課（
そ
の
他
証
明
書
）

☎
８
６
２・３
２
７
４

証
明
書
交
付
は
、
コ
ン
ビ
ニ
等
の
利
用
が
お
得
！

３・
４
月
は
進
学
、
就
職
な
ど
に
よ
る
住
所
変
更
と

と
も
に
各
種
証
明
書
の
発
行
で
窓
口
が
大
変
混
み

合
い
ま
す
。
住
民
票
の
写
し
な
ど
の
交
付
は
、
窓

口
よ
り
安
い
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

６
時
30
分
か
ら
23
時
ま
で
ご
利
用
で
き
ま
す
。

（
12
月
29
日
～
１
月
３
日
・
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
実
施
日

を
除
く
。）

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
利
用
に
は
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
コ
ン
ビ
ニ
交

付
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
取

得
に
つ
い
て
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
ま
た
は

ハ
イ
サ
イ
市
民
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 

ハ
イ
サ
イ
市
民
課
☎
８
６
２・３
２
７
４

︽
臨
時
窓
口
開
設
︾
ハ
イ
サ
イ
市
民
課
・
学
務
課

︻
開
設
日
時
︼
３
月
30
日（
土
）・
４
月
６
日（
土
）・

７
日（
日
）　
９
時
～
17
時

︻
取
り
扱
い
業
務
︼

ハ
イ
サ
イ
市
民
課

①
住
民
票
の
写
し
、
印
鑑
登
録
証
明
書
、
戸
籍
等

証
明
な
ど
の
交
付

②
住
民
異
動
届（
転
入
出
・
転
居
な
ど
）、
そ
れ
に

伴
う
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
届
け
出

③
印
鑑
登
録

④
出
生
、
婚
姻
届
な
ど
の
戸
籍
に
関
す
る
届
け
出

※
住
基
ネ
ッ
ト
を
介
す
る
業
務
な
ど
や
他
市
町
村

に
確
認
が
必
要
な
業
務
は
一
部
取
扱
い
で
き
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
格
納
し
た
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
人
は
、
コ
ン
ビ
ニ

で
証
明
書
交
付
サ
ー
ビ
ス
が
ご
利
用
で
き
ま
す
。

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
「
窓
口
混
雑
予
想
カ
レ
ン

ダ
ー
（
３
月
～
５
月
分
）」
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

学
務
課

①
新
入
学
手
続
き

②
指
定
校
変
更
手
続
き

③
転
校
に
関
す
る
手
続
き
な
ど

︻
必
要
書
類
︼

本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
な
ど
）・
印
鑑（
ハ
イ

サ
イ
市
民
課
は
来
庁
者
の
印
鑑
、
学
務
課
は
保
護

者
の
印
鑑
）

※
代
理
人
の
場
合
は
委
任
状
が
必
要
で
す
。

問 

ハ
イ
サ
イ
市
民
課
☎
８
６
２・３
２
７
４

学
務
課
☎
９
１
７・３
５
０
５

︽
臨
時
窓
口
開
設
︾
国
民
健
康
保
険
課

︻
開
設
日
時
︼
３
月
23
日（
土
）・
24
日（
日
）・
30
日

（
土
）・
31
日（
日
）　
９
時
～
17
時

︻
取
り
扱
い
業
務
︼

国
民
健
康
保
険
の
加
入
・
喪
失
手
続
き
と
、
そ
れ

に
伴
う
保
険
税
相
談

︻
手
続
き
に
必
要
な
も
の（
代
理
手
続
な
ど
に
関
し

て
は
国
民
健
康
保
険
課
ま
で
ご
連
絡
を
）︼

加
入
手
続
き
▼
社
会
保
険
資
格
喪
失
証
明
書（
※
）

喪
失
手
続
き
▼
社
会
保
険
証（
※
）、
国
民
健
康
保

険
証（
※
）（
※
対
象
者
全
員
分
）

両
手
続
き
に
つ
い
て
、
右
記
に
加
え
、
そ
れ
ぞ
れ

届
出
人
の
身
分
証
・
印
鑑
、
対
象
者
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
が
わ
か
る
も
の
も
必
要
で
す
。

問 

国
民
健
康
保
険
課
☎
８
６
２・４
２
６
２

平
成
31
年
度
市
民
税
・
県
民
税
兼
国
民
健
康

保
険
税
の
申
告
は
３
月
15
日
ま
で
！

︻
申
告
会
場
︼
タ
イ
ム
ス
ビ
ル（
久
茂
地
）２
階
タ
イ

ム
ス
ギ
ャ
ラ
リ
ー
、
３
階
タ
イ
ム
ス
ホ
ー
ル

︻
日
時
︼
３
月
15
日（
金
）ま
で 

平
日
９
時
～
16
時
受
付

※
３
月
３
日（
日
）の
み
休
日
も
受
け
付
け
ま
す
。

※
申
告
会
場（
タ
イ
ム
ス
ビ
ル
）に
は
専
用
駐
車
場

が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。
車
で
お
越
し
に
な
る
場
合
、
各
自
で

近
隣
の
民
間
有
料
駐
車
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
申
告
の
た
め
の
市
役
所
本
庁
舎
地
下
駐
車
場
の

ご
利
用
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問 

市
民
税
課
☎
８
６
１・３
３
２
８

農
業
者
年
金
で
安
心
で
豊
か
な
老
後
を
！

豊
か
な
老
後
生
活
の
た
め
に
は
、
国
民
年
金
だ
け

で
は
十
分
と
は
言
え
ず
、
老
後
の
生
活
費
は
自
分

で
準
備
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
農
業
者
の
み
な

さ
ま
も
、
メ
リ
ッ
ト
の
た
く
さ
ん
あ
る
農
業
者
年

金
に
加
入
し
て
安
心
で
豊
か
な
老
後
を
迎
え
ま

し
ょ
う
！

︻
農
業
者
年
金
の
特
徴
・
メ
リ
ッ
ト
︼

●
少
子
高
齢
化
に
強
い
積
立
方
式
・
確
定
拠
出
型

●
終
身
年
金
。
80
歳
前
に
亡
く
な
っ
た
場
合
は
死

亡
一
時
金
あ
り

●
保
険
料
は
全
額
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
大

き
な
節
税
効
果

●
保
険
料（
２
～
６.
７
万
円
）は
自
由
に
選
べ
、
い

つ
で
も
見
直
し
可
能

●
一
定
の
要
件
を
満
た
す
人
に
は
月
額
１
万
円
保

険
料
補
助

※
詳
し
く
は
農
業
委
員
会
か
最
寄
り
の
Ｊ
Ａ
ま
た

は
農
業
者
年
金
基
金
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 

独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金

☎
０
３・３
５
０
２・３
１
９
９

P
R
O
J
E
C
T 

N
A
H
A 

2
0
4
0

那
覇
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
等
策
定
の
経
過
報
告
会

昨
年
２
月
か
ら
９
月
に
か
け
て
開
催
し
た
「
那
覇

市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
お
よ
び
、「
那
覇

市
立
地
適
正
化
計
画
」
の
策
定
に
む
け
た
、
市
民

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
の
内
容
を
踏
ま
え
、
計
画

策
定
に
つ
い
て
の
経
過
報
告
会
を
開
催
し
ま
す
。

問 

都
市
計
画
課
☎
９
５
１・３
２
４
６

FAX 

９
５
１・３
２
４
５ 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
タ
ウ
ン
ペ
ー
ジ（
市
民
便
利
帳
合
冊
版
）配
付

「
タ
ウ
ン
ペ
ー
ジ
」
と
「
那
覇
市
民
便
利
帳
」
の
合

冊
版
、
避
難
所
や
公
衆
電
話
マ
ッ
プ
を
掲
載
し
た

別
冊
「
防
災
タ
ウ
ン
ペ
ー
ジ
」、
子
育
て
情
報
を

掲
載
し
た
別
冊
「
子
育
て
タ
ウ
ン
ペ
ー
ジ
」
を
２

月
に
市
内
の
世
帯
、
事
業
所
へ
お
届
け
し
ま
し
た
。

ま
だ
届
い
て
い
な
い
場
合
は
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

問 

タ
ウ
ン
ペ
ー
ジ
セ
ン
タ
ー

☎
０
１
２
０・５
０
６
３
０
９

識
名
霊
園
に
お
け
る
清
明
祭
時
の
ご
協
力
願
い

例
年
、
清
明
祭
期
間
中
の
土
日
祝
日
12
時
前
後
は
、

識
名
霊
園
周
辺
道
路
が
混
雑
し
ま
す
。
駐
車
場
を

ご
利
用
い
た
だ
け
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

来
園
時
間
を
遅
ら
せ
る
な
ど
、
交
通
渋
滞
緩
和
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
お
供
え
物
な
ど
持
参

し
た
も
の
は
必
ず
お
持
ち
帰
り
く
だ
さ
い
。

問 

道
路
管
理
課（
識
名
霊
園
周
辺
道
路
に
つ
い
て
）

☎
９
５
１・３
２
３
７

環
境
保
全
課（
識
名
霊
園
に
つ
い
て
）

☎
９
５
１・３
２
２
９

拉
致
問
題
を
考
え
る
国
民
の
集
い 

in 

沖
縄

拉
致
問
題
へ
の
関
心
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
、

「
拉
致
問
題
を
考
え
る
国
民
の
集
い
in 

沖
縄
」
が

国
・
沖
縄
県
・
那
覇
市
の
共
催
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

日 

３
月
24
日（
日
）13
時
30
分
～
15
時
30
分

場 

沖
縄
県
青
年
会
館

内 

拉
致
被
害
者
家
族
の
訴
え
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
上
映
な
ど

問 

市
民
生
活
安
全
課
☎
８
６
２・９
９
５
５

こ
こ
ろ
の
健
康
づ
く
り
・
自
殺
予
防
パ
ネ
ル
展

３
月
は
自
殺
対
策
強
化
月
間
で
す
。
市
保
健
所
で

は
、
自
殺
対
策
強
化
月
間
に
あ
わ
せ
て
、
パ
ネ
ル

展
を
開
催
し
ま
す
。

場 

沖
縄
県
立
図
書
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス

日 

３
月
６
日（
水
）
～
18
日（
月
）

問 

保
健
所 

地
域
保
健
課（
精
神
保
健
相
談
室
）

☎
８
５
３・７
９
７
３

Information

日 日時　内 内容　費 費用
期 期間　対 対象　申 お申し込み
場 場所　定 定員　問 お問い合わせ

講座・催し物などで特に記載のないも
のは誰でも参加可（申し込み不要）です。

消費税の軽減税率制度説明会を開催しています。
沖縄国税事務所・税務署からのお知らせです

※申告会場出入口
　（中央出入口）

●琉球銀行
　本店

至浦添 58号線 至糸満

久
茂
地
交
差
点

エリア 日　時 会　場

小　禄 ３月８日（金）
19時～

さつき小学校
（地域連携室）

本　庁 ３月10日（日）
14時～ 那覇市役所 12階

真和志 ３月11日（月）
19時～

那覇市保健所
（大会議室）

首　里 ３月12日（火）
19時～

首里支所
（会議室）

※報告会は90分程度を予定しています。

【消費税軽減税率制度説明会】
・問合せは、「開催日程一覧表」記載の

連絡先へお願いします。
・ご覧になれない方は、管轄税務署へ

【軽減税率制度に関するご相談】
消費税軽減税率電話相談センター
☎0570-030-456

（9時～ 17時 ※土日祝除く）

【軽減税率対策補助金について】
軽減税率対策補助金事務局
☎0120-398-111

（9時～ 17時 ※土日祝除く）

那覇税務署  ☎867-3101 北那覇税務署  ☎877-1324
※音声ガイダンス「２」を選択

沖縄国税事務所・税務署

説明会の
開催日程
一覧表は
こちら！

国税庁 HP 内特設
サイトで軽減税率
制度の概要を
チェック！

軽減税率対策補助金
について調べる！

（補助金事務局 HP）

42019年（平成 31年）3 月


